
周南市就学前児童通園施設の今後の在り方〔概要版〕

 就学前児童通園施設とは

本編では、これらを総称して「就学前児童通園施設」と表記します。

 本市の就学前児童通園施設

 子どもを取り巻く環境の変化や多様化する幼児教育・保育ニーズに対応するために

 公立施設の配置の再検討

 基本的な考え方

（1） 適切な集団規模の確保

（2） 公立施設と私立施設の役割の明確化（民間活力の活用）

（3） 安心・安全のための施設整備

（4） 幼稚園と保育所の連携（幼保一体化）
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　本市には、小学校就学前の子どもが日々通園する施設は、「学校教育法」に基づく教育施設とし
て公立幼稚園１４園・私立幼稚園１３園、また「児童福祉法」に基づく児童福祉施設として公立保
育所１８園・私立保育所９園及び児童厚生施設として児童園２園が所在しています。

子どもを取り巻く環境の変化
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　●少子化の進行

　●核家族化の進行

　●地域連帯感の希薄化

　●女性の社会進出

　●法体制の整備（認定こども園等）

４園

２園

保育所

１園

公立

私立

公立

私立

公立

４園

１園



 公立施設の今後の方向性

●民間活力の活用　⇒　民間譲渡（民営化）
（幼稚園の「指定管理者制度」の導入は、「学校教育法」の規定により、現状では対象外）

●施設の統合等による集約
（適切な集団規模の確保や公立施設の配置の再検討）

●「３歳児保育」の拡充

●民間活力の活用　⇒　「指定管理者制度」の導入や民間譲渡（民営化）

●小学校就学前までの一貫した保育体制の整備
（３歳未満児までの乳児専用となっている保育所の解消）

●地域の拠点として必要な整備
（菊川地域における幼児教育・保育の拠点施設）

●幼稚園を集約し、幼保一体化施設（認定こども園等）あるいは保育所への転用
（夜市・湯野・戸田地域における適切な集団規模の確保と保育サービスの充実）

●地域の拠点として必要な整備
（菊川地域や勝間地域における幼児教育・保育の拠点施設）

●幼稚園を集約し、幼保一体化施設（認定こども園等）あるいは保育所への転用
（夜市・湯野・戸田地域における適切な集団規模の確保と保育サービスの充実）

●施設の廃止と代替措置の検討
（適切な集団規模の確保や公立施設の配置の再検討）

●直営により存続
（民間事業者の参入が困難な地域）

●施設の統合等による集約
（適切な集団規模の確保や公立施設の配置の再検討）

●幼保一体化施設（認定こども園等）への転用
（私立施設への影響は希薄）

●地域の拠点として必要な整備
（須々万地域や鹿野地域における幼児教育・保育の拠点施設）

●施設の統合等による集約
（適切な集団規模の確保や公立施設の配置の再検討）

●幼保一体化施設（認定こども園等）への転用
（私立施設への影響は希薄）

●施設の廃止と代替措置の検討
（適切な集団規模の確保や公立施設の配置の再検討）

 今後の取組

　「周南市まちづくり総合計画：後期基本計画」の終期となります平成２６年度までの５ヵ年で、
対応が可能な施設から、実施計画へ移行し、実効性のある事業手法の確立に努めていきます。
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■幼保一体化または施設集約の検討対象

①公立幼稚園 （平成21年5月1日時点の園児数）

　今宿  今宿幼稚園

　周陽  周栄幼稚園

　秋月  楠木幼稚園

　富田東  富田東幼稚園

　富田西  富田西幼稚園

　福川南  福川南幼稚園

　菊川  菊川幼稚園

　夜市  夜市幼稚園

　湯野  湯野幼稚園

　戸田  桜田幼稚園

　沼城  須々万幼稚園

　大津島  大津島幼稚園

　八代  八代幼稚園

　鹿野  鹿野幼稚園

②公立保育所 （平成21年5月1日時点の園児数）

　徳山  飯島保育園

 第一保育園

 第二保育園

 尚白保育園

 周央保育園

 大内保育園

　桜木  城ヶ丘保育園

　櫛浜  櫛浜保育園

 川崎保育園

 富田南保育園

 若山保育園

 福川保育園

　菊川  菊川保育園

　勝間  勝間保育園

　沼城  須々万保育園

　中須  中須保育園

　三丘  三丘保育園

　鹿野  鹿野保育園

③公立児童園 （平成21年5月1日時点の園児数）

　鼓南  鼓南児童園

　長穂  長穂児童園

 ※公立幼稚園の定員は、各施設で受入れできる最大人数です。
 ※公立保育所の定員は、「周南市立保育所設置条例施行規則」により定められた人数です。
 ※公立児童園の定員は、「周南市立児童厚生施設条例施行規則」により定められた人数です。

 ■幼保一体化････認定こども園等による幼稚園と保育所の連携
 ■施設集約････現行施設の統合・廃止・分園による集約
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